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（昭和５８年６月８日決済） 

改正 平,11.4.1 

 

「下水道工事の施行に係る費用の負担基準要綱」別表３における「戸数によりがたいもの

は計画汚水量をもとに算出する。」の細目を下記のとおり定める。 
 

記 
 
１．１日最大給水量は「公共下水道の整備に関する開発者負担要綱の運用基準について」

の第２条第１号に準じて算出する。 
２．負担金の算出にあたっては、前号により算出した１日最大給水量に次の１㎥当り負担

金を乗じて算出する。 
種   類 １ｍ3当り負担金 

処理場建設負担金 １９０,０００円 
汚水管路建設負担金   ９０,０００円 

 
注：この細目は「公共下水道の整備に関する開発者負担要綱の運用基準について」の第２

条の算出方法と同一である。 
 

 


